[bookmark: _Hlk254340452]第１４号様式の２（第１０条関係）

京都市商店街等環境整備事業実績報告書（エネルギー環境整備事業用）

	（宛先）　　　京　都　市　長
	令和　　　年　　　月　　　日

	申請団体の主たる事務所の所在地
〒（　　　－　　　　）
	申請団体の名称及び代表者名


	

	



	
	電話(　　　)　　　－　　　

	年　　月　　日付け第　　号をもって交付決定通知を受けた標記補助事業を完了しましたので京都市商店街等環境整備事業補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、下記のとおり実績を報告します。

記


	申請団体の消費税の課税状況
	該当するもの１つに〇をつけてください。

	
	課税事業者
	免税事業者

	
	本則課税
	インボイスの2割特例活用
	簡易課税
	

	
	
	
	
	

	添付書類
	□請求書又はそれに代わるもの（写し）
□補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書等（写し）　　　　　　　　　　　 
□事業完了を証明する写真
（設置・改修の対象が複数ある場合はそれらすべての写真を提出すること。）
□その他市長が特に必要と認める書類 




１　補助申請額　　※(Ａ)は「３　事業経費」を、(Ｂ)は「４　収入」の額を御記入ください。
※(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)(Ｄ)は千円未満の端数は切り捨てず、補助申請額欄に記載の際に
千円未満を切り捨てて記載してください。

	(Ａ)　　 　　　　　　　円
	－
	(Ｂ)　  　　　　　　円
	＝
	(Ｃ)　　 　　　 　　　　円



	(Ｃ)　　　 　　　　　　円
	×
	補助率　４／５
	＝
	(Ｄ)　　 　　 　　　　　円



	
補助金予定請求額

　（Ｄ）又は交付決定通知書の額のうち最も低い額

	補助金予定請求額
(Ｄ)又は左記に記載の補助上限額のうち最も低い額
　
　　　　　　　　　　　円
　　　　　（千円未満切り捨て）




連絡先・書類送付先　　　　　（注）申請者と異なる住所に書類送付を希望される場合は、御記入ください。
	担当者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	電話番号
	（　　　　　　）　　　　－

	メールアドレス
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	交付決定通知等の書類送付先
	住　所：〒（　　　－　　　　）　　
　　　　　

氏　名：



２　事業実施内容
	事業区分
	□省エネ事業　　　　□創エネ事業

	交付決定
通知書の額
	

	事業名称
	

	着工日
	　 　年 　　月 　　日　　
	完了日
	　　年 　　月 　　日

	事業実施内容
及び
具体的な効果
	省エネ事業、創エネ事業について具体的にご記入ください。
省エネ事業については、実施前と比較して「消費電力」や「発光効率」等がどの程度削減されたか、可能な範囲でご記入ください。ただし、省エネ効果が著しく小さい場合は、補助対象としないことがありますので、ご留意ください。





３　事業経費実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項　目
	支出先
	金額

	
	
	

	合　　計
	(Ａ)　　　　　　　　　　　　　　　円



４　収入（国、府、他団体等からの補助金がある場合のみ記入）
　　本補助金の申請内容以外の事業（取組）で他の補助金を申請されている場合は、記入不要です。
	補助金名
	補助金交付(予定)額

	
	円

	
	円

	合　　計
	(Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　円





以下のとおり申告します。
（該当する部分に☑してください。全ての項目に☑がある方のみが申請可能です。）
□　申請者は、京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者ではありません。
□　申請者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者（ただし、第２条第６項第４号に規定するものを営む者を除く。）ではありません。
□　申請者は、京都市税の滞納はありません。
□　申請者は、併給禁止の条件のある他の補助金を受給していません。
□　同一内容で国や府等に同様の補助金を申請する場合は、本補助金の補助申請額（交付決定済の場合は交付決定額）を報告します。また、国や府等への申請情報の照会に同意します。
□  その他、京都市補助金等の交付等に関する条例及び同条例施行規則並びに京都市商店街等環境整備支援事業補助金交付要綱に定める事項に違反しません。
□　申請時に提出した書類一式について、返還（コピーの送付を含む）を求めません。
□ 京都市商店街等環境整備事業補助金交付申請書の記載事項及び関係書類の内容確認に求められた根拠資料を提出しない場合、記載事項が虚偽であった場合又は上記の申告に虚偽があった場合は、補助金を一括返還します。

団体等名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者(職)・氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


